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食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱 

 

平成２３年４月 １日付け２２農畜機第４３７２号 

一部改正  平成２４年４月 １日付け２３農畜機第５０６１号 

一部改正  平成２５年４月 １日付け２４農畜機第５２７３号 

一部改正  平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３５８号 

一部改正 平成２６年９月３０日付け２６農畜機第２７０６号 

一部改正 平成２７年４月 １日付け２６農畜機第５７３３号 

一部改正 平成２８年３月２９日付け２７農畜機第５５１３号 

一部改正 平成２９年３月２７日付け２８農畜機第６２９２号 

一部改正 平成３０年３月１９日付け２９農畜機第６５３８号 

一部改正 平成３１年３月２６日付け３０農畜機第７３８５号 

一部改正 令和 ２年３月２５日付け 元農畜機第７７４４号 

一部改正 令和 ３年３月２９日付け ２農畜機第７０８０号 

一部改正 令和 ３年６月２８日付け ３農畜機第１８７１号 

一部改正 令和 ４年３月２８日付け ３農畜機第６９０９号 

一部改正 令和 ５年３月２７日付け ４農畜機第７１７９号 

一部改正 令和 ６年３月２７日付け ５農畜機第８４８６号 

 

貿易の更なる自由化が図られつつある中で、国産食肉については、輸

入食肉との一層の競合が懸念されることから、市場競争力を強化するた

め、その流通の一層の合理化を図ることが急務となっている。 

このため、独立行政法人農畜産業振興機構（以下「機構」という。）は、

肉畜のと畜解体から部分肉まで一貫して処理を行う食肉処理施設（以下

「産地食肉センター」という。）、家畜市場及び食鳥処理施設における設

備の改善のための事業に対し、独立行政法人農畜産業振興機構法（平成

１４年法律第１２６号）第１０条第２号の規定に基づき補助することと

し、もって、食肉流通の合理化と畜産の安定的発展に資するものとする。 

この事業の補助金の交付に関しては、補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「補助金適正化法」

という。）、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭

和３０年政令第２５５号）、「畜産業振興事業の実施について」（平成１５
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年１０月１日付け１５農畜機第４８号－１）及び「畜産業振興事業に係

る補助金交付の停止措置について」（平成２６年３月３１日付け２５農畜

機第５３７６号）に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。 

 

第１ 事業実施主体 

この事業の事業実施主体は、別表１に掲げるとおりとする。 

 

第２ 事業の内容等 

この事業の内容及び採択基準は、別表２に掲げるとおりとする。 

 

第３ 補助対象施設等 

この事業の補助対象となる施設（本体施設、附帯施設、設備及び

機器をいう。以下同じ。）及び設置基準は、別表３に掲げるとおりと

する。 

 

第４ 補助対象経費等 

この事業の補助対象経費及び補助率は、別表４に掲げるとおりと

する。 

 

第５ 事業の実施 

１ 事業実施計画 

（１）事業実施計画の作成 

ア 事業実施主体は、この事業の実施に当たっては、別紙様式

第１号の食肉流通施設等設備改善支援事業実施計画承認申

請書を作成の上、独立行政法人農畜産業振興機構理事長（以

下「理事長」という。）に提出し、その承認を受けるものとす

る。 

この場合において、事業実施主体は、あらかじめ当該事業

実施計画を都道府県知事に協議するものとする。 

イ 都道府県知事は、アの協議を受けた場合には、速やかに地

方農政局長（北海道にあっては畜産局長、沖縄県にあっては

沖縄総合事務局長とする。）に意見を求めるものとする。 
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（２）事業実施計画の変更 

事業実施主体は、事業実施計画が承認された後、次に掲げる

変更をしようとする場合には、あらかじめ別紙様式第２号の食

肉流通施設等設備改善支援事業実施計画変更承認申請書を作成

の上、理事長に提出し、その承認を受けるものとする。この場

合には、（１）の規定を準用する。 

ア 事業の中止又は廃止 

イ 事業費の３０パ－セントを超える増減 

ウ 補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

エ 設置場所の変更 

２ 事業実施期間 

この事業の実施期間は、令和６年度とする。 

３ 留意事項 

（１）事業実施主体は、この事業の実施に当たり、産地食肉センタ

ーにあっては次のアからキまで、家畜市場及び食鳥処理施設に

あっては次のアからオまでの事項に留意するものとする。 

ア 施設の設置及び運営に必要な資金の調達を図ること。 

イ 施設の運営及び管理に当たる専従責任者を設置すること。 

ウ 整備内容が事業（業務）計画及び財務状況に見合った適切

な規模のものとすること。 

エ 施設の運営について適正な業務執行体制の整備を図ること。 

オ 施設を効率的に運営するために必要な集荷量を安定的に確

保すること。 

カ 出荷形態を主として部分肉とすること。 

キ 肉畜及び食肉の処理については、自動コンベア等によるオ

ンレール方式を採用すること。 

（２）別表２の採択基準の欄の肥育豚換算については、肥育豚１頭

を基準として牛及び馬１頭につき４．０頭、豚、めん羊及び山

羊１頭につき１．０頭の換算係数により算定するものとし、牛

換算については、牛及び馬１頭を基準として、豚、めん羊及び

山羊１頭につき、０．２頭の換算係数により算定するものとす

る。 
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（３）事業実施主体は、この事業の実施に当たり、「補助事業及び物

品・役務の調達（委託事業を含む）における環境負荷低減のク

ロスコンプライアンスの試行実施について」（令和５年１２月 

２７日付け５環バ第３１１号農林水産省大臣官房環境バイオマ

ス政策課長通知）に基づき、１の（１）のアの事業実施計画承

認申請時に「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェック

シート（食品関連事業者向け）」に記載された各取組について、

事業実施期間中に実施する旨をチェックした上で、当該チェッ

クシートを理事長に提出するものとする。 

４ 事業の推進指導等 

（１）事業実施主体は、農林水産省及び機構の指導の下、都道府県、

関係機関、関係団体等との連携に努め、この事業の適正かつ円

滑な実施を図るものとする。 

（２）都道府県知事は、この事業の適正かつ円滑な実施を図るため、

この事業の趣旨、内容等の周知徹底に努めるとともに、事業実

施主体等に対する指導及び監督を行うものとする。 

 

第６ 機構の補助 

機構は、予算の範囲内において、別表４に定めるところにより、

事業実施主体が事業を実施するのに要する経費につき補助するもの

とする。 

 

第７ 補助金交付の手続等 

１ 補助金の交付申請 

事業実施主体は、補助金の交付を受けようとする場合は、理事長

が別に定める期日までに、別紙様式第３号の食肉流通施設等設備改

善支援事業補助金交付申請書（以下「補助金交付申請書」という。）

を作成し、理事長に提出するものとする。 

２ 事業の変更承認申請 

事業実施主体は、補助金の交付決定があった後において、事業の

種類ごとに次に掲げる変更をしようとする場合には、別紙様式第４

号の食肉流通施設等設備改善支援事業補助金変更承認申請書を作成
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の上、理事長に提出し、その承認を受けるものとする。 

（１）事業の中止又は廃止 

（２）事業費の３０パ－セントを超える増減 

（３）補助金の交付決定額の増加を伴う事業費の増 

（４）設置場所の変更 

３ 事業遂行状況等の報告 

（１）事業遂行状況の報告 

事業実施主体は、この事業の遂行状況に関し、補助金の交付

の決定があった年度の１２月３１日現在において、別紙様式第

５号の食肉流通施設等設備改善支援事業遂行状況報告書を作成

し、当該年度の１月３１日までに理事長に提出するものとする。 

ただし、４の規定による食肉流通施設等設備改善支援事業概

算払請求書の提出をもってこれに代えることができるものとす

る。 

 （２）１２月３１日までに事業が完了するとき又は補助金の交付決

定があった日が１２月３１日以降のときは、（１）の定めにかか

わらず、事業実施主体は、５の規定による食肉流通施設等設備

改善支援事業実績報告書の提出をもって事業遂行状況の報告に

代えることができるものとする。 

（３）事業不完了等の報告 

事業実施主体は、事業が予定の期間内に完了しない場合又は

その遂行が困難となった場合においては、速やかに理事長に報

告してその指示を受けるものとする。 

４ 補助金の概算払 

  （１）理事長は、この事業の円滑な実施を図るために必要があると

認めた場合は、出来高に応じて、補助金の概算払をすることが

できるものとする。 

（２）事業実施主体は、補助金の概算払請求をしようとする場合に

は、別紙様式第６号の食肉流通施設等設備改善支援事業概算払

請求書（以下「概算払請求書」という。）を作成し、理事長に提

出するものとする。 
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 ５ 実績報告 

   事業実施主体は、補助事業が完了した日から起算して１か月を経

過した日又は補助金の交付決定通知のあった年度の翌年度の４月 

２０日のいずれか早い期日までに別紙様式第７号の食肉流通施設等

設備改善支援事業実績報告書（以下「実績報告書」という。）を作成

し、理事長及び都道府県知事に報告するものとする。 

６ 消費税及び地方消費税の取扱い 

（１）事業実施主体は、機構に対して補助金交付申請書を提出する

に当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額（補

助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のう

ち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に規定する仕入れ

に係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する地方消費税率を

乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。

以下同じ。）がある場合には、これを当該補助金の交付申請額か

ら減額して申請しなければならない。 

ただし、当該補助金交付申請書の提出時において当該補助金

に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合は、こ

の限りでない。 

（２）事業実施主体は、（１）のただし書により申請をした場合にお

いて、実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕

入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補

助金額から減額して報告しなければならない。 

（３）事業実施主体は、（１）のただし書により申請をした場合にお

いて、実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費

税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が

確定した場合には、別紙様式第８号の食肉流通施設等設備改善

支援事業に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書を速やかに

理事長に提出するとともに、その金額（２の規定に基づき減額

した場合は、その減じた金額を上回る部分の金額）を機構に返

還しなければならない。 

また、当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らか
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にならない場合又はない場合であっても、その状況等について、

補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定通知のあった日の

翌年６月３０日までに、同様式により理事長に報告しなければ

ならない。 

 

第８ 施設の管理運営 

事業実施主体は、管理運営規程を定めることにより、この事業に

よって整備された施設を事業実施計画に従って適正に管理運営する

ものとする。 

 

第９ 報告 

事業実施主体は、この事業によって整備が完了した年度の翌年度

から起算して５年間は、毎年度、別紙様式第９号の食肉流通施設等

設備改善支援事業運営状況報告書を作成し、６月３０日までに都道

府県知事及び理事長に報告するものとする。 

 

第１０ 提出書類の都道府県の経由 

この要綱の規定により、事業実施主体が、理事長に提出する書類

は都道府県知事を経由するものとする。 

 

第１１ 帳簿等の整備保管等 

１ 事業実施主体は、この事業に係る経理については他と区分し適正

に行うとともに、その内容を明らかにした帳簿及び関係書類を整備

して保管するものとし、その保存期間は、事業の完了した年度の翌

年度から起算して５年間とする。ただし、事業により取得し、又は

効用の増加した財産の処分制限期間（独立行政法人農畜産業振興機

構の実施する補助事業により取得した財産の処分制限期間（平成   

１６年４月８日付け１６農畜機第１２３号）に定める処分制限期間

をいう。）を経過しない場合においては、財産管理台帳その他関係書

類を整備保管するものとする。 

２ １に基づき作成、整備及び保管をすべき帳簿、台帳及び関係書類

のうち、電磁的記録により作成、整備及び保管が可能なものは、電
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磁的記録によることができる。 

３ 理事長は、この要綱に定めるもののほか、この事業の実施及び実

績について必要に応じ、事業実施主体に対し調査し、又は報告を求

めることができるものとする。 

 

第１２ 電子情報処理組織による申請等 

 １ 事業実施主体は、第５の１の（１）の規定による実施計画の承認

申請、第５の１の（２）の規定による変更承認申請、第７の１の規

定による交付申請、第７の２の規定による変更承認申請、第７の３

の（１）の規定による事業遂行状況の報告、第７の４の（２）の規

定による概算払請求、第７の５の規定による実績報告及び第７の６

の（３）の規定による仕入れに係る消費税等相当額報告（以下「交

付申請等」という。）については、当該各規定の定めにかかわらず、

農林水産省共通申請サービス（以下「共通申請サービス」という。）

を使用する方法により行うことができる。ただし、共通申請サービ

スを使用する方法により交付申請等を行う場合において、この要綱

に基づき当該交付申請等に添付すべきとされている書類について、

当該書類の一部又は全部を書面により提出することを妨げない。 

 ２ 事業実施主体は、１の規定により交付申請等を行う場合は、この

要綱の様式の定めにかかわらず、共通申請サービスにより提供する

様式によるものとする。 

 ３ 理事長は、１の規定により交付申請等が行われた事業実施主体に

対する通知、承認、指示又は命令については、事業実施主体が書面

による通知等を受けることをあらかじめ求めた場合を除き、共通申

請サービスを使用する方法によることができる。 

 ４ 事業実施主体が２の規定により共通申請サービスを使用する方法

により交付申請等を行う場合は、共通申請サービスのサービス提供

者が別に定める共通申請サービスの利用に係る規約に従わなければ

ならない。 

 

第１３ その他 

この要綱に定めるもののほか、この事業の実施につき必要な事項
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については、理事長が別に定めるものとする。 

 

附 則（平成２３年４月１日付け２２農畜機第４３７２号） 

１ この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ 食肉等流通合理化総合対策事業実施要綱（平成１８年４月１日付け

１８農畜機第２８７号。以下｢旧要綱｣という。）は、廃止する。 

３ 旧要綱の第７の５の実績報告、６の消費税及び地方消費税の取扱い、

第８の施設等の管理運営、第９の報告、第１０の提出書類の都道府県

の経由及び第１１の帳簿等の整備保管等については、なお従前の例に

よる。 

 

附 則（平成２４年４月１日付け２３農畜機第５０６１号） 

１ この要綱は、平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２３年度に終了した事業については、この要綱による改正前の

食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱（平成２３年４月１日付け

２２農畜機第４３７２号）第５の２の規定は、なお効力を有するもの

とする。 

 

附 則（平成２５年４月１日付け２４農畜機第５２７３号） 

１ この要綱の改正は、平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２６年３月３１日付け２５農畜機第５３５８号） 

１ この要綱の改正は、平成２６年３月３１日から施行し、平成２６年

４月１日から適用する。 

２ 平成２５年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２６年９月３０日付け２６農畜機第２７０６号） 

１ この要綱の改正は、平成２６年９月３０日から施行し、平成２７年

４月１日から適用する。 

２ この要綱の改正以前に採択した事業については、この要綱による改

正前の規定は、なお効力を有するものとする。 
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附 則（平成２７年４月１日付け２６農畜機第５７３３号） 

１ この要綱の改正は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２６年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２８年３月２９日付け２７農畜機第５５１３号） 

１ この要綱の改正は、平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成２９年３月２７日付け２８農畜機第６２９２号） 

１ この要綱の改正は、平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成３０年３月１９日付け２９農畜機第６５３８号） 

１ この要綱の改正は、平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（平成３１年３月２６日付け３０農畜機第７３８５号） 

１ この要綱の改正は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年度までに終了した事業については、この要綱による改正

前の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（令和２年３月２５日付け元農畜機第７７４４号） 

１ この要綱の改正は、令和２年４月１日から施行する。 

２ 令和元年度までに終了した事業については、この要綱による改正前

の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（令和３年３月２９日付け２農畜機第７０８０号） 

１ この要綱の改正は、令和３年４月１日から施行する。 

２ 令和２年度までに終了した事業については、この要綱による改正前

の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

附 則（令和３年６月２８日付け３農畜機第１８７１号） 

１ この要綱の改正は、令和３年７月１日から施行する。 

２ この規程の改正前の規定により農林水産省生産局長（以下「生産局

長」という。）がした処分、手続その他の行為（以下「処分等」とい
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う。）は、改正後の相当規定により農林水産省畜産局長（以下「畜産

局長」という。）がした処分等とみなし、改正前の規定により生産局

長に対してされた申請その他の行為（以下「申請等」という。）は、

改正後の相当規定により畜産局長に対してされた申請等とみなす。 

 

附 則（令和４年３月２８日付け３農畜機第６９０９号） 

１ この要綱の改正は、令和４年４月１日から施行する。 

２ 令和３年度までに終了した事業については、この要綱による改正前

の規定は、なお効力を有するものとする。 

 

   附 則（令和５年３月２７日付け４農畜機第７１７９号） 

１ この要綱の改正は、令和５年４月１日から施行する。 

２ 令和４年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規

定は、なお効力を有するものとする。 

 

   附 則（令和６年３月２７日付け５農畜機第８４８６号） 

１ この要綱の改正は、令和６年４月１日から施行する。 

２ 令和５年度に終了した事業については、この要綱による改正前の規

定は、なお効力を有するものとする。 
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別表１ 

事業種類 事業実施主体 

１ 食肉処理等効率化・コ

スト低減施設整備事業 

 

次の（１）から（７）のいずれかであること。 

（１）農業協同組合 

（２）農業協同組合連合会 

（３）中小企業等協同組合 

（４）協業組合であって、中小企業団体の組織に関する法律（昭和  

３２年法律第１８５号）第５条に規定する中小企業者のみを組合

員としているもの 

（５）一般社団法人又は一般財団法人 

（６）農業協同組合又は農業協同組合連合会が株主となっている株式

会社であって、農業協同組合、農業協同組合連合会、地方公共団

体又は機構がその発行済株式のうち議決権のある株式の総数の

過半数を所有しているもの 

（７）次に掲げる団体 

ア 消費生活協同組合 

イ 消費生活協同組合連合会 

ウ 一般消費者が直接又は間接の構成員となっている団体であ

って、その規約が次に掲げる事項の全てに該当し、かつ、その

事業活動が相当の期間継続して行われているもの 

（ア）直接又は間接の構成員たる一般消費者の生活の文化的経

済的改善向上に資する旨を目的としていること。 

（イ）代表者及び代表権の範囲並びに代表者の選任の手続を明

らかにしてあること。 

（ウ）意思決定の機関について定めがあり、意思決定に対する

構成員の参加を不当に差別していないこと。 

（エ）構成員たる資格について定めがあり、構成員の加入及び

脱退が原則として自由であること。 

（オ）原則として都道府県の区域又はこれを越える地域をその

区域としていること。 

（カ）財務及び会計に関し必要な事項が明らかにしてあるこ

と。 

２ 環境対策・衛生管理高

度化施設整備事業 

事業種類の欄の１の事業実施主体の（１）から（７）までのいずれ

かであること。 

３ 家畜市場施設整備事業 事業種類の欄の１の事業実施主体の（１）から（６）までのいずれ

かであること。 

４ 食鳥処理施設整備事業 

 

事業種類の欄の１の事業実施主体の（１）から（６）までのいずれ

か又は農事組合法人であること。 
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別表２ 

事業種類 事 業 内 容 採択基準 

１ 食肉処理等効率

化・コスト低減施

設整備事業 

この事業は、既設の産地食肉センタ

ーにおける食肉及び畜産副産物（以下

「食肉等」という。）の処理・加工の

効率化、コスト低減を図るために行う

次に掲げる事業とする。 

（１）原材料ロスの改善、歩留りの向

上、作業の効率化、トレーサビリ

ティの推進、在庫コストの縮減等

に向けた食肉の処理・加工の生産

性向上、品質向上、出荷管理の強

化を図るために必要な施設を整

備（新設し、増設し、又は改修す

ることをいう。以下同じ。）する

事業 

（２）畜産副産物（獣畜の内臓、血液、

骨、脂、原皮等をいう。以下同じ。）

の食品としての高付加価値化、廃

棄物の発生抑制及び減量化、原材

料素材としての再資源化を図る

ために必要な施設を整備する事

業 

 

次の（１）から（６）まで（食肉等の輸出に

向けた施設整備にあっては、（１）から（７）

まで）の要件の全てに適合するものであるこ

と。 

（１）事業実施主体が、食肉の流通合理化に係

る都道府県計画に基づき、食肉処理施設を

整備しようとするものであること。 

（２）事業実施主体が、施設の整備について、

（１）の計画に基づく整備計画を作成し、

都道府県知事による承認を受けているこ

と。 

（３）施設の１日当たりの処理能力（増設の場

合にあっては、増設の結果としての処理能

力）が、おおむね肥育豚換算５００頭以上

の規模であること。 

（４）施設が当該地域における肉畜、食肉等の

集出荷体制の一体的な組織化に資するも

のであること。 

（５）施設を継続して利用できると認められる

数量の肉畜、食肉等の生産及び流通がある

こと。 

（６）食肉の効率的な出荷が可能で、出荷形態

は主として部分肉又は部分肉以上に加工

度の高い製品であること。 

（７）輸出に係る施設であって、輸出先国が定

める衛生基準等を順守するために必要な

ものであること。 

２ 環境対策・衛生

管理高度化施設整

備事業 

この事業は、既設の産地食肉センタ

ーにおける食肉等の高度な衛生管理

体制の整備等の促進、畜産副産物の分

別処理、汚泥減容処理等を行うために

必要な施設を整備する事業とする。 

事業種類の欄の１の事業の（１）から（６）

まで（食肉等の輸出に向けた施設整備にあって

は、（１）から（７）まで）の全ての採択基準

を満たすこと。 

３ 家畜市場施設整

備事業 

 この事業は、既設の家畜市場におけ

る次に掲げる事業（ただし、（４）の

アの施設の整備にあっては、家畜市場

を新たに設置する事業を含む。）とす

る。 

（１）家畜市場環境対策 

家畜市場から排出される家畜

ふん尿等を適切に処理するため

の堆肥化施設、汚水処理施設等

の環境対策施設の整備 

（２）家畜市場衛生対策 

家畜市場において取引される

家畜の保健衛生を確保するため

家畜取引法（昭和３１年法律第１２３号）第

３条の登録を受けた者が開設又は運営する家

畜市場であって、事業内容の欄の（１）から（３）

まで及び（４）のイの施設の整備にあっては次

のアからウまでの要件の全てに、同欄の（４）

のアの施設の整備にあっては次のアからエの

要件の全てに適合するものであること。 

ア 周辺地域において、当該家畜市場を継続

して利用できると認められる数量の家畜

の生産及び流通があること。 

イ 当該家畜市場が周辺地域における畜産

の安定的発展に資するものであること。 

ウ 当該家畜市場においては、年間の取引頭
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事業種類 事 業 内 容 採択基準 

の車両消毒施設等の衛生対策施

設の整備 

（３）家畜市場地域対策 

家畜市場の周辺地域における

畜産の振興を図るための整備 

（４）家畜市場機能強化対策 

家畜市場における家畜取引機

能の向上を図るための次に掲げ

る施設の整備 

ア 機能強化基本施設 

条件不利地域等における家

畜市場の近代化及び合理化を

図るための競売所等の基本施

設の整備 

イ 機能高度化施設 

家畜市場における家畜取引

機能の高度化を図るためのセ

リシステム等の機能高度化施

設の整備 

数がおおむね牛換算３，５００頭（離島振

興法（昭和２８年法律第７２号）第２条第

１項の規定に基づき「離島振興対策実施地

域」として指定された地域をその区域に含

む市町村又は当該地域に準ずる地域とし

て理事長が認めた地域（以下「離島地域」

という。）にある家畜市場にあっては、 

１，５００頭）以上又は肉専用種の肉用子

牛の取引頭数がおおむね５００頭以上と

なることが見込まれること。 

エ 当該家畜市場が、次のいずれかの地域に

あること。 

（ア）離島振興法第２条第１項の規定に基

づき「離島振興対策実施地域」として指

定された地域をその区域に含む市町村 

（イ）山村振興法（昭和４０年法律第６４

号）第７条第１項の規定に基づき「振興

山村」として指定された山村をその区

域に含む市町村 

（ウ）半島振興法（昭和６０年法律第６３

号）第２条第１項の規定に基づき「半島

振興対策実施地域」として指定された

地域をその区域に含む市町村 

（エ）過疎地域の持続的発展の支援に関す

る特別措置法（令和３年法律第１９号）

第２条第２項の規定に基づき「過疎地

域の市町村」として公示された市町村 

（オ）特定農山村地域における農林業等の

活性化のための基盤整備の促進に関す

る法律（平成５年法律第７２号）第２条

第４項の規定に基づき｢特定農山村地

域｣として公示された地域 

（カ）上記に準ずる地域として理事長が認

める地域 

４ 食鳥処理施設整

備事業 

（１）食鳥処理効率

化・コスト低減

施設整備事業 

 

 

 

（２）食鳥処理衛生

管理高度化等施

設整備事業 

 この事業は、既設の食鳥処理施設に

おける次に掲げる事業とする。 

（１）原材料ロスの改善、歩留りの向

上、作業の効率化、在庫コストの

縮減等に向けた鶏肉処理の効率

化、コスト削減を促進・強化する

ために必要な施設を整備する事

業とする。 

（２）鶏肉の高度な衛生管理体制の整

備等の促進、廃棄物の発生抑制及

び減量化等を行うために必要な

施設を整備する事業とする。 

次の（１）及び（２）（鶏肉の輸出に向けた

施設整備にあっては、（１）から（３））の要件

の全てに適合するものであること。 

（１）１日当たりの処理能力（増設の場合にあ

っては、増設の結果としての処理能力）が、

ブロイラーの食鳥処理施設の場合おおむ

ね５，０００羽以上、成鶏の食鳥処理施設

の場合おおむね１，３００羽以上、地鶏の

食鳥処理施設の場合おおむね１，２００羽

以上であって、食鳥処理の事業の規制及び

食鳥検査に関する法律施行令（平成３年政

令第５２号）第２２条で定める数を超える
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事業種類 事 業 内 容 採択基準 

規模であること。 

（２）施設を継続して利用できると認められる

数量の鶏肉の生産及び流通があること。 

（３）輸出に係る施設であって、輸出先国が定

める衛生基準等を順守するために必要な

ものであること。 
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別表３ 

事業種類 補助対象施設 設置基準 

１ 食肉処理等効率

化・コスト低減施設

整備事業 

 

 

産地食肉センターと一体的な整

備に努めるものとするが、地域の

実情等により、単独で施設整備を

行うことが当該地域における食肉

等処理の効率化又はコスト低減を

促進すると理事長が認める場合

は、この限りでない。 

（１）懸肉室 

 

 

 

 

 

（２）冷却冷蔵庫 

 

 

 

 

 

 

 

（３）部分肉処理加工施設 

 

 

 

（４）ボイル室 

 

（５）畜産副産物処理施設 

 

（６）包装室 

 

（７）原料･製品保管室 

 

（８）輸送施設 

 

（９）その他の建物等施設 

ア 代金精算所 

 

イ 取引室 

 

 

ウ 電気機械室 

 

エ 資材倉庫及び車庫 

 

設置しようとする補助対象施設は、おおむね

次の基準を満たすこと。 

 

 

 

 

 

（１）と畜解体処理能力に見合った枝肉の懸吊

装置を備え、かつ、枝肉等のと畜解体室、冷

蔵室等への搬出入が効率的であること。 

（２）取引室を設ける場合は、枝肉等の取引に必

要な適度の面積を有し、枝肉等の冷蔵室等

への搬出入が効率的であること。 

全部又は一部に枝肉の急速冷却能力（牛及び

馬の枝肉にあっては２４時間以内、豚、めん羊及

び山羊の枝肉にあっては１２時間以内に枝肉の

中心温度を５℃以下に冷却する能力とする。）を

備えた冷却装置を有する冷蔵庫であって、枝肉

又は部分肉の冷蔵保存能力がおおむね１日当た

りのと畜解体処理許可頭数の３倍以上有すると

ともに、枝肉の懸吊装置を備えていること。 

効率的に枝肉を部分肉に処理加工できる装置

及び必要な冷房装置を有し、加工後の部分肉等

を冷蔵室等へ搬出入するのに効率的であるこ

と。 

原材料を効率的かつ衛生的にボイルするのに

必要な能力を有すること。 

発生、搬入する畜産副産物を効率的に処理し、

又は内容物等を脱水処理できること。 

製品を効率的かつ衛生的に包装するのに必要

な適度の面積及び設備を有すること。 

原材料及び製品の品質保持に必要な能力を有

し、かつ、適度の面積を有すること。 

食肉等の搬出入を効率的に行う能力を有する

こと。（車両を含む。） 

 

肉畜及び食肉の集出荷並びにその代金精算事

務に必要な適度の面積を有すること。 

枝肉等の取引に必要な適度の面積を有し、冷

蔵室等への衛生的な搬出入が行える施設である

こと。 

必要な機械器具等の操作を効率的に行える適

度の面積を有すること。 

必要な資材及び車両を保管するのに必要な適

度の面積を有し、かつ、資材倉庫は処理室と同一
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

 

 

オ 交通部分 

 

カ 給排水装置 

キ 経営管理装置 

 

（１０）機械器具等 

ア と畜解体用機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 部分肉等処理加工用機械器

具 

 

 

ウ 枝肉等冷蔵冷凍用機械器具 

 

 

エ 内臓等処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 血液処理装置 

 

 

 

 

 

カ 獣骨処理装置 

 

 

 

キ 獣脂処理装置 

 

 

建物内に設置されており、車庫は耐火構造であ

ること。 

従業員等の連絡路、部分肉又は枝肉等の搬出

路等であること。 

必要な給排水施設であること。 

効率的及び合理的な施設の維持や経営管理等

を実施するのに必要なものであること。 

 

肉畜のと畜解体を効率的かつ衛生的に行う電

殺器、スタニングガン等のと畜器具、保定器、放

血槽（水血分離器を含む。）、湯槽、自動脱毛機、

残毛処理台、内臓検査装置、肢頭切断機、自動は

く皮機、拡脚装置、電動鋸、油圧作業台、枝肉洗

浄装置、枝肉秤（記録計付）、内臓洗浄装置、内

臓蒸煮装置、血粉処理機、骨等処理機、内臓検査

台、頭部検査台、ミートトラック、モノレール装

置、コンベア等の装置を有すること。 

枝肉を部分肉に効率的かつ衛生的に処理する

コンベア部分肉処理台、自動包装器、計量器、モ

ノレール装置、室内冷房機等の装置を有するこ

と。 

枝肉、部分肉等を冷却冷蔵又は冷凍する装置、

その制御装置及び枝肉等の計量器を有するこ

と。 

内臓類の処理加工に必要な装置（切開機、洗浄

機、はく皮機、頭割機、脱毛機、脱水機、自動処

理装置、ボイル装置、冷却装置、製氷機、急速凍

結機、解凍機、切断機、スライサー、加工調理装

置、包装機、自動計量表示装置、梱包機、金属探

知器、器材洗浄機、コンベア、シューター、水槽、

調理台等）であって、一体的に整備を図ることに

より、効率的かつ衛生的な処理加工が実施され

るものであること。 

採血装置及び血液分離装置を有するものであ

って、衛生的な採血及び製品管理が実施される

ものであること。 

なお、広域的に集血する場合にあっては、採血

貯蔵、血液分離、凍結、乾燥等のための施設及び

装置が効率的に配置されるものであること。 

骨エキス、骨ペースト等の製品化を図るため

の獣骨の高度な処理加工に必要な装置であっ

て、衛生的かつ効率的な原材料及び製品の管理

が実施されるものであること。 

獣脂の高度な処理加工に必要な装置であっ

て、衛生的かつ効率的な原材料及び製品の管理

が実施されるものであること。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

ク 原皮処理装置 

 

 

ケ 残さ処理機械器具 

 

 

 

コ ボイラ－ 

 

サ 発電機 

 

シ 電気刺激装置 

 

原皮の皮下組織の除去、施塩等に必要な装置

であって、効率的な原皮処理が実施されるもの

であること。 

発生する残さを配合飼料用原料等に能率的に

処理できる装置であって、化製場等に関する法

律（昭和２３年法律第１４０号）第４条に規定す

る構造設備の基準に適合するものであること。 

必要な量の温湯又は蒸気を発生させる能力を

有すること。 

発電能力が、停電時において必要とされる適

度の電力容量を有すること。 

と畜直後の枝肉の処理に当たって、食肉の軟

化等の品質向上に資するものであること。 

２ 環境対策・衛生管

理高度化施設整備

事業 

 

次に掲げる（１）から（９）まで

及び（１５）のアについては、と畜

場法施行令（昭和２８年政令第  

２１６号。同施行令第１条第１１号

の規定に基づき都道府県（保健所を

設置する市にあっては市）が定めた

条例を含む。）、と畜場法施行規則

（昭和２８年厚生省令第４４号）、

食品、添加物等の規格基準（昭和 

３４年１２月２８日付け厚生省告

示第３７０号）のうち食肉等に係る

保存基準等、厚生省生活衛生局長通

知（平成９年３月３１日付け衛乳第

１０４号）、厚生省生活衛生局乳肉

衛生課長通知（平成６年６月２３日

付け衛乳第９７号）等を遵守するた

めに食肉衛生検査所等が事業実施

主体に文書で改善又は新設を指導

した施設に限るものとする。 

（１）係留施設 

 

（２）と畜解体施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置しようとする補助対象施設は、おおむね

次の基準を満たすこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

係留所（隔離室を含む。）、生体検査所及びと畜

場への誘導路を有すること。 

ア 効率的かつ衛生的にと畜解体を行うこと

ができる近代的な装置を有し、その施設に

ついて、と畜場法（昭和２８年法律第   

１１４号）第４条第１項の規定により都道

府県知事等が許可し、又は許可する見込み

のものであること。 

イ 肉畜のと畜解体処理能力が、おおむね１

日当たり肥育豚換算５００頭以上であるこ

と。 

ウ と室、と畜検査室、病畜と室、消毒所、内

臓処理室、原皮処理室その他の必要な施設

を有すること。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

 

 

 

 

（３）懸肉室 

 

 

 

 

 

（４）冷却冷蔵庫 

 

 

 

 

 

 

 

（５）部分肉処理加工施設 

 

 

 

（６）ボイル室 

 

（７）畜産副産物処理施設 

 

（８）包装室 

 

（９）原料･製品保管室 

 

（１０）車両消毒施設 

 

 

（１１）汚物等処理施設 

 

 

（１２）汚水処理施設 

 

 

 

 

（１３）焼却施設 

 

（１４）畜産副産物分別処理施設 

 

 

エ 病畜と室にあっては、病畜以外の肉畜の

と室と物理的に遮断され、かつ、処理能力が

当該施設の処理能力の１０分の１以下であ

ること。 

（１）と畜解体処理能力に見合った枝肉の懸吊

装置を備え、かつ、枝肉のと畜解体室、冷蔵

室等への搬出入が効率的であること。 

（２）取引室を設ける場合は、枝肉の取引に必要

な適度の面積を有し、枝肉の冷蔵室等への

搬出入が効率的であること。 

全部又は一部に枝肉の急速冷却能力（牛及び

馬の枝肉にあっては２４時間以内、豚、めん羊及

び山羊の枝肉にあっては１２時間以内に枝肉の

中心温度を５℃以下に冷却する能力とする。）を

備えた冷却装置を有する冷蔵庫であって、枝肉

又は部分肉の冷蔵保存能力がおおむね１日当た

りのと畜解体処理許可頭数の３倍以上有すると

ともに、枝肉の懸吊装置を備えていること。 

効率的に枝肉を部分肉に処理加工できる装置

及び必要な冷房装置を有し、加工後の部分肉等

を冷蔵室等へ搬出入するのに効率的であるこ

と。 

原材料を効率的かつ衛生的にボイルするのに

必要な能力を有すること。 

発生、搬入する畜産副産物を効率的に処理し、

又は内容物等を脱水処理できること。 

製品を効率的かつ衛生的に包装するのに必要

な適度の面積及び設備を有すること。 

原材料及び製品の品質保持に必要な能力を有

し、かつ、適度の面積を有すること。 

 肉畜、食肉等を運搬する車両を容易に洗浄及

び消毒するのに必要な適度の面積及び設備を有

すること。 

 枝肉等の処理加工室及び取引室から適当な距

離を有し、かつ、不浸透材料で築造又は被覆され

ていること。 

発生する汚水を水質汚濁防止法（昭和４５年

法律第１３８号）第３条第１項の規定に基づい

て定められた排水基準以下に処理する能力を有

すること又は汚泥減容化等に係る施設であるこ

と。 

特定危険部位、病畜の死体、汚物等を適切に

処理する能力を有すること。 

牛と豚の畜産残さを分別し、豚以外を含まな

い畜産残さを供給するのに必要な整備であるこ

と。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

（１５）機械器具等 

ア と畜解体用機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 部分肉等処理加工用機械器

具 

 

 

ウ 枝肉等冷蔵冷凍用機械器具 

 

 

エ 内臓等処理装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 血液処理装置 

 

 

 

 

 

カ 獣骨処理装置 

 

 

 

キ 獣脂処理装置 

 

 

ク 原皮処理装置 

 

 

ケ 残さ処理機械器具 

 

 

 

 

肉畜のと畜解体を効率的かつ衛生的に行う電

殺器、スタニングガン等のと畜器具、保定器、放

血槽（水血分離器を含む。）、湯槽、自動脱毛機、

残毛処理台、内臓検査装置、肢頭切断機、自動は

く皮機、拡脚装置、電動鋸、油圧作業台、枝肉洗

浄装置、枝肉秤（記録計付）、内臓洗浄装置、内

臓蒸煮装置、血粉処理機、骨等処理機、内臓検査

台、頭部検査台、ミートトラック、モノレール装

置、コンベア等の装置を有すること。 

枝肉を部分肉に効率的かつ衛生的に処理する

コンベア部分肉処理台、自動包装器、計量器、モ

ノレール装置、室内冷房機等の装置を有するこ

と。 

枝肉、部分肉等を冷却冷蔵又は冷凍する装置、

その制御装置及び枝肉等の計量器を有するこ

と。 

内臓類の処理加工に必要な装置（切開機、洗浄

機、はく皮機、頭割機、脱毛機、脱水機、自動処

理装置、ボイル装置、冷却装置、製氷機、急速凍

結機、解凍機、切断機、スライサー、加工調理装

置、包装機、自動計量表示装置、梱包機、金属探

知器、器材洗浄機、コンベア、シューター、水槽、

調理台等）であって、一体的に整備を図ることに

より、効率的かつ衛生的な処理加工が実施され

るものであること。 

採血装置及び血液分離装置を有するものであ

って、衛生的な採血及び製品管理が実施される

ものであること。 

なお、広域的に集血する場合にあっては、採血

貯蔵、血液分離、凍結、乾燥等のための施設及び

装置が効率的に配置されるものであること。 

骨エキス、骨ペースト等の製品化を図るため

の獣骨の高度な処理加工に必要な装置であっ

て、衛生的かつ効率的な原材料及び製品の管理

が実施されるものであること。 

獣脂の高度な処理加工に必要な装置であっ

て、衛生的かつ効率的な原材料及び製品の管理

が実施されるものであること。 

原皮の皮下組織の除去、施塩等に必要な装置

であって、効率的な原皮処理が実施されるもの

であること。 

発生する残さを配合飼料用原料等に能率的に

処理できる装置であって、化製場等に関する法

律第４条に規定する構造設備の基準に適合する

ものであること。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

コ ボイラ－ 

 

サ 発電機 

 

シ 電気刺激装置 

 

ス 分別コンテナ 

 

セ 冷蔵保管コンテナ 

 

ソ 公害防止装置 

 

 

必要な量の温湯又は蒸気を発生させる能力を

有すること。 

発電能力が、停電時において必要とされる適

度の電力容量を有すること。 

と畜直後の枝肉の処理に当たって、食肉の軟

化等の品質向上に資するものであること。 

せき柱の適正に分別等を行うために必要なも

のであること。 

せき柱の適正に保管等を行うために必要なも

のであること。 

発生する悪臭を、悪臭防止法（昭和４６年法律

第９１号）第４条の規定に基づいて定められた

規制基準以下に処理する能力を有すること。 

３ 家畜市場施設整

備事業 

 

（１）家畜市場環境対策 

オ及びカの施設について

は、アからエまでのいずれか

の施設と一体的に整備される

ものに限るものとする。 

ア 堆肥化施設 

 

 

 

 

イ 汚水処理施設 

 

 

ウ 汚物焼却施設 

エ 脱臭施設 

 

オ その他の施設 

 

カ 機械器具等 

 

 

 

 

（２）家畜市場衛生対策 

オ及びカの施設について

は、アからエまでのいずれか

の施設と一体的に整備される

ものに限るものとする。 

ア 車両消毒施設 

 

イ 係留施設等の消毒施設 

 

  ウ 獣医師詰所 

設置しようとする補助対象施設は、おおむね

次の基準を満たすこと。 

 

 

 

家畜ふん尿、汚物等を効率的に堆肥化できる

能力を有する屋根付きの施設であり、かつ、その

床材が石、コンクリートその他汚物及び汚水が

浸透しないもの又はたたきで築造されているこ

と。 

汚水を水質汚濁防止法第３条第１項の規定に

基づいて定められた排水基準以下に処理できる

能力を有すること。 

汚物を適切に処理できる能力を有すること。 

堆肥化施設等から発生する臭気を適切に脱臭

できる能力を有すること。 

電気設備、給排水設備、交通部分等施設に必要

なものであること。 

バキュームカー、バケットローダー、発動機、

堆きゅう肥成分分析機器、堆きゅう肥出荷専用

自動車、高圧洗浄機等の家畜ふん尿、汚物等を効

率的かつ適切に処理するのに必要なものである

こと。 

 

 

 

 

 

家畜を運搬する車両等を効率的かつ適切に消

毒できる能力を有するものであること。 

係留施設等を効率的かつ適切に消毒できる能

力を有するものであること。 

獣医師が検査、事務等を行うのに必要な適度



22 

 

事業種類 補助対象施設 設置基準 

 

 

  エ 隔離所 

 

 

  オ その他の施設 

 

  カ 機械器具等 

 

 

（３）家畜市場地域対策 

ウ及びエの施設について

は、ア又はイの施設と一体的

に整備されるものに限るもの

とする。 

ア 地域畜産物展示施設 

 

  イ 研修施設 

 

   

ウ その他の施設 

 

  エ 機械器具等 

 

 

（４）家畜市場機能強化対策 

ア及びイの施設は、一体的

な整備に努めるものとする

が、地域の実情等により、単

独でア又はイ（g 及び i を除

く。）の施設を整備することが

当該家畜市場の効率的利用を

促進すると理事長が認める場

合は、この限りでない。 

ア 機能強化基本施設 

    ｃの施設については、a又は

ｂの施設と一体的に整備され

るものに限るものとする。 

a  競売所 

 

 

b  代金決済所 

 

c  その他の施設 

 

イ 機能高度化施設 

の面積及び設備を有し、かつ、他の施設と区画さ

れていること。 

隔離された獣畜の汚物及び汚水を消毒するこ

とのできる設備が設けられており、かつ、その床

は、不浸透性材料で築造されていること。 

電気設備、給排水設備、交通部分等施設に必要

なものであること。 

消毒噴霧器、高圧洗浄機、防虫用機器、扇風機、

消毒専用自動車等の効率的かつ適切な施設の消

毒等を実施するのに必要なものであること。 

 

 

 

 

 

市場の周辺地域の畜産物の展示を行うのに必

要な適度の面積及び設備を有すること。 

周辺住民等への畜産に関する情報提供等を行

うのに必要な適度の面積及び設備を有するこ

と。 

電気設備、給排水設備、交通部分等施設に必要

なものであること。 

映像機器等の市場の周辺地域の畜産物の展

示、周辺住民等への畜産に関する情報提供等を

行うのに必要なものであること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家畜の公正な取引を確保するのに必要な適度

の面積を有し、かつ、買参人等を十分に収容でき

るだけの座席を備えていること。 

金銭の出納を安全かつ合理的に行うのに必要

な適度の面積及び設備を有すること。 

電気設備、給排水設備、交通部分、空調設備等

施設に必要なものであること。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

j 及び k の施設について

は、aから iまでのいずれか

の施設と一体的に整備され

るものに限るものとする。 

     a  セリシステム 

 

 

     b  係留施設 

 

 

 

 

 

     c  係養施設 

 

 

 

d  誘導レール 

 

 

e  秤量・体測施設 

 

 

f  出荷者及び購買者控室 

 

g  研修指導室 

 

 

h  輸送施設 

 

 

i  展示施設 

 

j  その他の施設 

 

k  機械器具等 

 

 

 

 

効率的かつ適切な家畜の取引及び能率的な情

報処理を行うことができる能力を有するもので

あること。 

家畜の移動防止のための柵又はこれに準ずる

施設を備え、家畜を下見ができる十分な広さが

あり、かつ、その床材が適度な勾配のついた石、

コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない

もの又はたたきで築造され、排水溝を備えてい

ること。 

取引後の家畜を数日間係養するのに必要な適

度の面積を有し、かつ、その床材が石、コンクリ

ートその他汚物及び汚水が浸透しないもの又は

たたきで築造されていること。 

家畜の競売所への誘導を効率的かつ省力的に

行うことができる能力を有するものであるこ

と。 

取引される家畜を正確かつ瞬時に秤量・体測

できる能力を有する設備を備えた施設であり、

かつ、他の施設と隔絶されていること。 

家畜の出荷及び購買のために参集した者の控

室として必要な適度の面積を有すること。 

生産者、畜産関係団体等への技術指導等を行

うのに必要な適度の面積及び設備を有するこ

と。 

家畜集出荷用プラットホーム、駐車場等の取

引される家畜の効率的かつ適切な輸送を行うの

に必要なものであること。 

家畜共進会、検査等を行うのに必要な適度の

面積及び設備を有すること。 

電気設備、給排水設備、交通部分、空調設備等

施設に必要なものであること。 

電子計算機等の家畜取引の機能高度化及び施

設の効率的な維持、管理を実施するのに必要な

ものであること。 

４ 食鳥処理施設整

備事業 

（１）食鳥処理効率

化・コスト低減

施設整備事業 

 

 

 

 

 

（１）放血脱羽室 

 

 

 

 

（２）中抜室 

設置しようとする補助対象施設は、おおむね

次の基準を満たすこと。 

ア 放血、スコールディング及び脱羽を行う

近代的な装置（噴射水洗しながら脱羽でき

るもの等）であること。 

イ 他室と隔壁によって区分されているこ

と。 

食鶏の内臓の引き出し及び内臓検査が容易と
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）冷却室 

 

 

（４）加工室 

 

 

 

（５）ボイル室 

 

（６）計量格付包装室 

 

（７）冷却冷蔵庫 

 

 

（８）その他の建物等施設 

ア 代金精算所 

 

イ 資材倉庫及び車庫 

 

ウ 集出荷プラットホーム 

 

 

 

エ 給排水設備 

オ さく井及び揚水施設     

カ 交通部分 

 

キ 電気機械室 

 

（９）輸送施設 

 

（１０）機械器具等 

ア 食鳥処理加工包装用機械

器具 

 

 

 

イ 冷却冷凍用機械器具 

 

 

ウ 室内及び機械等洗浄機 

 

 

エ 鶏肉安全性検査用機械器 

なる装置であり、十分な広さの検査場所が設け

られていること。 

食鶏を速やかに冷却でき得るものであって、

かつ、鶏体に対する水分吸着を僅少にできるも

のであること。 

食鶏を効率的に解体品（正肉、骨付き肉等）、

鶏肉加工品等に処理加工できる装置及び必要な

冷房装置を有し、衛生的な環境を保持できるも

のであること。 

原材料を効率的かつ衛生的にボイルするのに

必要な能力を有すること。 

効率的かつ衛生的な計量、格付け及び包装を

行うために必要なものであること。 

正肉等の急速冷却能力を持つ冷蔵庫及び常時

マイナス２０℃以下に室内温度を保持できる凍

結保管室を有する冷蔵庫であること。 

 

食鶏、鶏肉加工品等に係る代金精算事務に必

要な適度の面積を有するものであること。 

施設に必要な資材及び車両を保管するのに必

要な適度の面積を有すること。 

効率的な食鶏、鶏肉加工品等の搬出入を行う

ために必要な適度の面積を有するものであり、

生体検査を行うのに十分な広さの検査場所を有

すること。 

必要な給水及び排水の能力を有すること。 

必要な用水を揚水する能力を有すること。 

施設の車両通行等に不便をきたさないもので

あること。 

機械器具等の効率的な操作に必要な適度の面

積を有すること。 

出荷される食鶏の合理的な集荷を行うために

必要なものであること。 

 

食鶏の処理加工、格付け及び包装を行う入荷

ライン、懸鳥脱羽ライン、中抜きライン、冷却

ライン、カットライン、加工ライン、フリーザ

ーライン、計量格付包装ライン、搬送ライン等

に係る機械器具であること。 

食鶏、鶏肉加工品等の冷却、又は冷凍を行う

ために必要な制御装置を有する冷凍機及び連続

急速凍結機であること。 

スチーム等により食鳥処理加工施設、機械器

具等の洗浄及び消毒が適正に行えること。（移

動式又は常設式であるか否かを問わない。） 

鶏肉の安全性の検査に必要な機械器具である
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）食鳥処理衛生

管理高度化等施

設整備事業 

 

具 

オ ボイラー 

 

カ 室内冷房装置 

 

キ 発電機 

 

（１１）残さ処理施設 

 

 

 

 

ア 建物 

 

 

 

イ 機械器具 

 

 

 

 

 

 

 

次に掲げる（１）から（７）まで、

（８）のア、（１０）及び（１１）に

ついては、食鳥処理の事業の規制及

び食鳥検査に関する法施行規則（平

成２年６月２９日厚生省令第４０

号）、厚生省生活衛生局乳肉衛生課

長通知（平成４年３月３０日付け衛

乳第７１号）等を遵守するために食

肉衛生検査所等が事業実施主体に

文書で改善又は新設を指導した施

設に限るものとする。 

（１）放血脱羽室 

 

 

 

 

（２）中抜室 

 

 

（３）冷却室 

 

 

こと。 

必要な量の温湯又は蒸気を発生する能力を有

すること。 

食鳥処理加工施設等の室内温度を保持する能

力を有すること。 

停電時において必要とされる適度の電力容量

を有すること。 

施設から発生する残さ（羽毛、血液、不可食

内臓等）を配合飼料用原料等に能率的に処理す

る装置であって、化製場等に関する法律第８条

において準用する第３条第１項の都道府県知事

の許可を受けたものであること。 

耐火構造の処理室及びボイラー室、原料置場

（場内の温度を４℃前後に保つ保冷設備を有す

るもの）、製品置場並びに管理室として区分さ

れているものであること。 

施設から発生する残さを処理できる機械器具

（残さ移送設備、原料受槽、破砕機、スクリュ

ーコンベア、クッカー乾燥機、蒸煮済原料受

槽、搾油機、粉砕機、金属検出機、製品貯蔵タ

ンク、熱交換施設、脱臭装置、臭気焼却炉、グ

リスポンプ、電動機、ボイラー、焼却炉、換気

扇、受変電設備等）であること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 放血、スコールディング及び脱羽を行う

近代的な装置（噴射水洗しながら脱羽でき

るもの等）であること。 

イ 他室と隔壁によって区分されているこ

と。 

食鶏の内臓の引き出し及び内臓検査が容易と

なる装置であり、十分な広さの検査場所が設け

られていること。 

食鶏を速やかに冷却し得るものであって、か

つ、鶏体に対する水分吸着を僅少にできるもの

であること。 
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事業種類 補助対象施設 設置基準 

（４）加工室 

 

 

 

（５）ボイル室 

 

（６）計量格付包装室 

 

（７）冷却冷蔵庫 

 

 

 

（８）機械器具等 

ア 食鳥処理加工包装用機械

器具 

 

 

 

イ 冷却冷凍用機械器具 

 

 

ウ 室内及び機械等洗浄機 

 

 

エ 鶏肉安全性検査用機械器     

具 

オ ボイラー 

 

カ 室内冷房装置 

 

キ 発電機 

 

  ク 公害防止装置 

 

 

（９）汚水処理施設 

 

 

（１０）焼却施設 

 

（１１）汚物脱水施設 

 

（１２）その他鶏肉の高度な衛生管

理体制の整備等、廃棄物の発生

抑制及び減量化等の促進に資

すると理事長が認めた施設 

食鶏を効率的に解体品（正肉、骨付き肉等）、

鶏肉加工品等に処理加工できる装置及び必要な

冷房装置を有し、衛生的な環境を保持できるも

のであること。 

原材料を効率的かつ衛生的にボイルするのに

必要な能力を有すること。 

効率的かつ衛生的に計量、格付け及び包装が

できる装置であること。 

正肉等の急速冷却能力を持つ冷蔵庫及び常時

マイナス２０℃以下に室内温度を保持すること

ができる凍結保管室を有する冷蔵庫であるこ

と。 

 

食鶏の処理加工、格付け及び包装を行う入荷

ライン、懸鳥脱羽ライン、中抜きライン、冷却

ライン、カットライン、加工ライン、フリーザ

ーライン、計量格付包装ライン、搬送ライン等

に係る機械器具であること。 

食鶏、鶏肉加工品等の冷却、又は冷凍を行う

ために必要な制御装置を有する冷凍機及び連続

急速凍結機であること。 

スチーム等により食鳥処理加工施設、機械器

具等の洗浄及び消毒が適正に行えること。（移

動式又は常設式であるか否かを問わない） 

鶏肉の安全性の検査に必要な機械器具である

こと。 

必要な量の温湯又は蒸気を発生する能力を有

すること。 

食鳥処理加工施設等の室内温度を保持する能

力を有すること。 

停電時において必要とされる適度の電力容量

を有すること。 

発生する悪臭を、悪臭防止法第４条の規定に

基づいて定められた規制基準以下に処理する能

力を有すること。 

発生する汚水を水質汚濁防止法第３条第１項

の規定に基づいて定められた排水基準以下に処

理する能力を有すること。 

発生する汚物等を適正に処理する能力を有す

ること。 

発生する汚物を適正に脱水する能力を有する

こと。 
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別表４ 

事業種類 補助対象経費 補助率 

１ 食肉処理等効率化・コ

スト低減施設整備事業 

 

（１）工事費 

ア 建設工事費 

イ 製造請負工事費 

ウ 機械器具費 

エ 施設解体撤去費 

別表３の補助対象施設を整備するため、

事業実施主体が、経営移転をせず、当該敷地

内にある既設の施設を解体する場合に限

る。 

（２）実施設計費 

（３）工事雑費 

（４）その他理事長が特に必要と認める経費 

１／１０以内 

（ただし、食肉等の輸出

に向けた施設整備、産地

食肉センターの再編合理

化に伴う施設整備、都道

府県内唯一の産地食肉セ

ンターの施設整備及び労

働力不足を改善するため

の省力化施設の導入にあ

っては１／５以内） 

２ 環境対策・衛生管理高

度化施設整備事業 

（１）工事費 

ア 建設工事費 

イ 製造請負工事費 

ウ 機械器具費 

（２）実施設計費 

（３）工事雑費 

（４）その他理事長が特に必要と認める経費 

１／１０以内 

（ただし、食肉等の輸出

に向けた施設整備、産地

食肉センターの再編合理

化に伴う施設整備及び都

道府県内唯一の産地食肉

センターの施設整備にあ

っては１／５以内） 

３ 家畜市場施設整備事業 （１）工事費 

ア 建設工事費 

イ 製造請負工事費 

ウ 機械器具費 

エ 施設解体撤去費 

別表３の補助対象施設を新設するため、事

業実施主体が、当該敷地内にある既設の施設

を解体する場合に限る。 

（２）実施設計費 

（３）工事雑費 

（４）その他理事長が特に必要と認める経費 

１／１０以内 

４ 食鳥処理施設整備事業 

 

（１）工事費 

ア 建設工事費 

イ 製造請負工事費 

ウ 機械器具費 

（２）実施設計費 

（３）工事雑費 

（４）その他理事長が特に必要と認める経費 

１／１０以内 

（ただし、鶏肉の輸出に

向けた施設整備、食鳥処

理施設の再編合理化に伴

う施設整備及び労働力不

足を改善するための省力

化施設の導入にあっては

１／５以内） 
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別紙様式第１号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（        事業）実施計画承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名           

 

令和  年度において、下記のとおり食肉流通施設等設備改善支援事業（  事業）

を実施したいので、食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱第５の１の（１）の規

定に基づき申請します。 

 

記 

 

 

（注１）申請書の記の記載は、事業ごとに次に掲げる様式とする。 

 

様 式１－１ 食肉処理等効率化・コスト低減施設整備事業 

１－２ 環境対策・衛生管理高度化施設整備事業 

１－３ 家畜市場施設整備事業 

１－４ 食鳥処理施設整備事業 

 

（注２）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コスト

低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該当する事

業名を記載する。 
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様式１－１ 食肉処理等効率化・コスト低減施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の概要 

事業実施主体名 施設の名称 施設の所在地 敷地面積 用地取得方法 
工事着工及び 

竣工予定年月日 
備考 

 

 

 

 

 

 

 

㎡ 

 

  

 

 

 

（注）用地の確保が使用収益権による場合は、用地取得方法欄に内容及びその期間を記載すること。 

 

３ 事業実施主体の概要 

事業実施主体名 所在地 資本構成・比率 事業内容 沿革 役員及び氏名 その他参考事項 

 

 

 

 

 

 

（％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）事業実施主体と運営主体が異なる場合は、運営主体の概要をこれに準じて作成すること。 
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４ 事業の内容及び経費 

既施設の概況 設置しようとする施設の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

        

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

 ２ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。なお、総事業

費（①＋④）は、原則として、畜産業振興事業の実施について（平成１５年１０月１日付け１５農畜機第４８号－１）の４の（１）に規定す

る費用対効果分析に係る総事業費と一致すること。 
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５ 施設の能力（１日当たり） 

区分 と畜解体頭数 
冷却冷蔵頭数等 部分肉加工頭数等 

汚水処理 
枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 スライス肉量 

 

 

牛 

頭 

 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

トン 

 

豚        

その他        

計（肥育豚換

算） 

       

注１ 増設の場合にあっては、既存施設の能力を上段に括弧書きすること。   

２ 区分欄の計の肥育豚換算は、実施要綱第５の３の（２）の規定に準ずること。以下同じ。 

 

６ 地域における製造製品の流通計画 

区分 年度 

原材料の調達に関する事項 製造販売に関する事項 

地域内 地域外 備考 製造品目 
製造（処理加

工）数量（Ａ） 

地域内供給量 

（Ｂ） 

地域供給率 

（Ｂ/Ａ） 

 

前年度 

（  年度） 

トン（千枚） 

 

 

 

 

 

トン（千枚） 

 

 

 

 

 

関係と畜場 

ヵ所 

 

と畜頭数 

牛    頭 

豚    頭 

その他  頭 

 

 

 

 

 

 

 

トン（千枚） 

 

 

 

 

 

トン（千枚） 

 

 

 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 初年度 

（  年度） 
       

 ２年度        
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（  年度） 

 ３年度 

（  年度） 
       

注１ 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

２ 区分欄は、畜産副産物の原材料名及び畜種を明らかにすること。 

３ 製造品目は、製造しようとする製品ごとに明らかにすること。 

 

７ 輸出計画等（食肉等の輸出に向けた施設整備を行う場合） 

（１）輸出相手先国     

 （国名：                                               ） 

（２）輸出目標 

区分 
年間処理量  

うち輸出量 

 

輸出仕向け割合 
頭数 枝肉量 部分肉量 

前年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

頭 ｔ ｔ ｔ ％ 

目標 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注 輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用して

輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 
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８ 施設設置に伴う収支計画 

区分 

年度 
製造品目 

原材料 

入荷数量 

年間製造数量

（処理・加

工） 

年間 

販売数量 

収入 支出 
備考 

（算出根拠を記入） 
内訳 金額 内訳 金額 

前年度 

（ 年度） 

 

 

トン（千枚） 

 

トン 

 

トン 

 

 

 

千円 

 

 

 

千円 

 

 

 

計         

初年度 

（ 年度） 

 

 
        

計         

２年度 

（ 年度） 

 

 
        

計         

３年度 

（ 年度） 

 

 
        

計         

４年度 

（ 年度） 

 

 
        

計         

５年度 

（ 年度） 

 

 
        

計         

注１ 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

２ 収入内訳欄は、製品売上高等を収入別に明らかにすること。 

３ 支出内訳欄は、人件費、原材料費及び諸経費等を支出別に明らかにすること。 
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９ 添付書類 

（１）実施要綱第５の１の（１）のアの都道府県知事との協議に基づく同意書 

（２）当該施設の設計図（平面図及び立面図）及び用地内における建物（施設別）等の配置図 

（３）定款 

（４）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（５）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート 

 注 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付

を省略することができる。 
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様式１－２ 環境対策・衛生管理高度化施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の概要 

事業実施主体名 施設の名称 施設の所在地 敷地面積 用地取得方法 
工事着工及び 

竣工予定年月日 
備考 

 

 

 

  ㎡    

注 用地の確保が使用収益権による場合は、用地取得方法欄に内容及びその期間を記載すること。 

 

３ 事業実施主体の概要 

事業実施主体名 所在地 資本構成・比率 事業内容 沿革 役員及び氏名 その他参考事項 

 

 

 

 （％）     

注 事業実施主体と運営主体が異なる場合は、運営主体の概要をこれに準じて作成すること。 
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４ 事業の内容及び経費 

既施設の概況 設置しようとする施設の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

 ２ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。 
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５ 施設の能力（１日当たり） 

区分 と畜解体頭数 
冷却冷蔵頭数等 部肉加工頭数等 

汚水処理 
枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 スライス肉量 

 

 

牛 

頭 

 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

 

 

頭 

（トン） 

 

頭 

（トン） 

 

トン 

 

 

豚        

その他        

計（肥育豚換

算） 

       

注１ 増設の場合にあっては、既存施設の能力を上段に括弧書きすること。   

 ２ 区分欄の計の肥育豚換算は、実施要綱第５の３の（２）の規定に準ずること。以下同じ。 
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６ 輸出計画等（食肉等の輸出に向けた施設整備を行う場合） 

（１）輸出相手先国     

 （国名：                                               ） 

（２）輸出目標 

区分 
年間処理量  

うち輸出量 

 

輸出仕向け割合 
頭数 枝肉量 部分肉量 

前年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

頭 ｔ ｔ ｔ ％ 

目標 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注 輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用して

輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 
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７ 施設設置に伴う取扱計画 

区分 
年間処理

頭数 

冷却冷蔵頭数等 冷凍保管

庫 

部分肉加工頭数等 輸送頭数等 

枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 ｽﾗｲｽ肉量 枝肉 部分肉量 

初年度 

（ 年

度） 

 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

頭 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

頭 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

２年度 

（ 年

度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３年度 

（ 年

度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４年度 

（ 年

度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５年度 

（ 年

度） 

牛 

豚 

その他 

計（肥育豚換算） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 
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８ 添付書類 

（１）実施要綱第５の１の（１）のアの都道府県知事との協議に基づく同意書 

（２）当該機械施設の設計図（平面図及び立体図）及び用地内における建物（施設別）等の配置図 

（３）（２）の設計図の作成が困難な機械施設にあっては、その構造、内容等が詳細に記されたパンフレット等 

（４）食肉衛生検査所等が事業実施主体に改善又は新設を指摘した文書 

（５）定款 

（６）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（７）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート 

 注 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付

を省略することができる。 
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様式１－３ 家畜市場施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の概要 

事業実施主体名 施設の名称 施設の所在地 敷地面積 用地取得方法 
工事着工及び 

竣工予定年月日 
備考 

 

 

 

  ㎡    

注 用地の確保が使用収益権による場合は、用地取得方法欄にその内容及び期間を記載すること。 

 

３ 家畜市場開設者等の概要 

事業実施主体名 所在地 
資本構成・比率 

（組合員数） 
事業内容 沿革 役員及び氏名 その他参考事項 

 

 

 

 （％）     

注 事業実施主体と家畜市場の開設者又は運営主体が異なる場合は、その関係性を「その他参考事項」の欄に記載し、家畜市場の開設者又は運営

主体の概要をこれに準じて作成すること。 
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４ 事業内容及び経費 

既施設の概況 設置しようとする施設の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

 ２ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。なお、家畜市

場衛生対策及び家畜市場地域対策を除き、総事業費（①＋④）は、原則として、畜産業振興事業の実施について（平成１５年１０月１日付け

１５農畜機第４８号－１）の４の（１）に規定する費用対効果分析に係る総事業費と一致すること。 
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５ 家畜市場に関する地域における家畜流通の概況及び計画 

（単位：頭） 

区分 

年度 
家 畜 別 

地域内 

生産頭数 

地域内 

移入頭数 

地域外 

移出頭数 

既存の家畜市 

場取扱頭数 

当該家畜市 

場取扱頭数 

うち系統 

取扱頭数 
備考 

前年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）        

初年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）        

２年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）        

３年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 
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計（牛換算）        

４年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）        

５年度 

（ 年度） 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）        

注１ 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

２ 計画頭数については、その積算基礎となる資料（過去の取引頭数の変遷、増頭に向けた取り組み等、取引頭数の見通しの根拠となるもの）

を添付すること。 

３ 家畜別欄の計の牛換算に当たっては、牛、馬は１頭とし、豚、めん羊、山羊は０．２頭とすること。 

４ 家畜別欄のその他については、畜種別に記入すること。 

 

６ 施設設置計画に伴う収支計画 

（単位：千円） 

区分 

年度 

収入 支出 備考（算出基礎を記載するこ

と。） 内訳 金額 人件費 諸経費 計 

初年度（  年度）       

２年度（  年度）       

３年度（  年度）       

４年度（  年度）       
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５年度（  年度）       

（注）初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

 

７ 家畜市場設置に伴う家畜取引の改善計画の概要 

（１）取引方法の現状 

ア 生産者団体による家畜共販現状 

イ 家畜取引の現状 

（２）家畜市場設置による家畜取引の改善対策 

ア 生産者団体による家畜共販促進対策 

イ 家畜取引方法の改善対策 

 

８ 事業完了予定年月日 

  令和  年  月  日 

 

９ 添付書類 

（１）都道府県内における既存家畜市場の位置関係図 

（２）実施要綱第５の１の（１）のアの都道府県知事との協議に基づく同意書 

（３）当該施設の設計図（平面図及び立面図）及び用地内における建物（施設別）等の配置図 

（４）（３）の設計図の作成が困難な機械施設にあっては、その構造、内容等が詳細に記されたパンフレット等 

（５）定款 

（６）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（７）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート 

 注 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付

を省略することができる。 
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様式１－４ 食鳥処理施設整備事業 

 

１ 事業の目的 

 

 

２ 事業の概要 

事業実施主体名 施設の名称 施設の所在地 敷地面積 用地取得方法 
工事着工及び 

竣工予定年月日 
備考 

 

 

 

  ㎡    

注 用地の確保が使用収益権による場合は、用地取得方法欄にその内容及び期間を記載すること。 

 

３ 事業実施主体の概要 

事業実施主体名 所在地 資本構成・比率 事業内容 沿革 役員及び氏名 その他参考事項 

 

 

 

 （％）     

注 事業実施主体と運営主体が異なる場合は、運営主体の概要をこれに準じて作成すること。 
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４ 事業の内容及び経費の配分 

既施設の概況 設置しようとする施設の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

 ２ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。なお、衛生管

理の促進に関するものを除き、総事業費（①＋④）は、原則として、畜産業振興事業の実施について（平成１５年１０月１日付け１５農畜機

第４８号－１）の４の（１）に規定する費用対効果分析に係る総事業費と一致すること。 
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５ 施設の能力（１日当たり） 

（１） 食鳥処理施設 

種類 処理羽数 
冷却冷蔵数量等 

冷凍保管庫 
鶏肉加工端数等 輸送羽数等 

備考 
正肉 その他 羽数 鶏肉量 羽数 鶏肉量 

 

 

 

 

 

羽 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

羽 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

羽 

 

 

 

 

kg 

 

 

 

 

 

汚水処理 

  トン 

焼却炉 

kg 

計          

注１ 増設の場合にあっては、既存施設の能力を上段に括弧書きすること。 

２ 骨付き肉にあっては、（ ）で標記すること。 

 

（２） 鶏肉品質向上等施設 

冷却冷蔵庫 冷凍保管庫 高度加工等製品製造数量 汚水処理 焼却炉 

kg 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

トン 

 

 

kg 

 

 

注 高度加工製品製造数量欄は、製品別１日当たりの製造能力を明らかにすること。 
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６ 地域における製造製品の流通計画 

（１） 食鳥処理施設 

区分 

 

年度 

地域内 

人口 

原材料の調達に関する事項 製造販売に関する事項 

種類 

地域内 

生産量 

（Ａ） 

地域内 

移入量 

（Ｂ） 

地域外 

移出量 

（Ｃ） 

原料調達 

可能量 

（Ｄ=Ａ+Ｂ-Ｃ） 

製造品目 
製造数量 

（Ｅ） 

地域内 

供給量 

（Ｆ） 

地域供給率 

（Ｆ/Ｅ） 

前年度 

（ 年度） 

人 

 

 トン 

 

トン 

 

トン 

 

トン 

 

 

 

トン 

 

トン 

 

％ 

 

初年度 

（ 年度） 
   

  
     

２年度 

（ 年度） 
   

  
     

３年度 

（ 年度） 
   

  
     

注１ 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

２ 製造品目欄は、製造しようとする製品ごとに明らかにすること。 
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７ 輸出計画等（鶏肉の輸出に向けた施設整備を行う場合） 

（１）輸出相手先国     

 （国名：                                               ） 

（２）輸出目標 

 
年間処理量 うち輸出量  

輸出仕向け割合 
羽数 と体重量 正肉 その他 

前年度 

（令和  年度） 

羽 ｔ ｔ ｔ ％ 

目標 

（令和  年度） 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注  輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用し

て輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 
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８ 施設設置に伴う収支計画 

区分 

年度 
製造品目 

原材料 

入荷数量 

年間製造数量

（処理・加

工） 

年間 

販売数量 

収入 支出 
備考 

（算出根拠を記入） 
内訳 金額 内訳 金額 

前年度 

（ 年度） 

 

 

トン 

 

トン 

 

トン 

 

 

 

千円 

 

 

 

千円 

 

 

 

計         

初年度 

（ 年度） 

 

 

        

計         

２年度 

（ 年度） 

 

 

        

計         

３年度 

（ 年度） 

 

 

        

計         

４年度 

（ 年度） 

 

 

        

計         

５年度 

（ 年度） 

 

 

        

計         

注１ 初年度欄には、事業実施年度の翌年度の数値を記入すること。 

２ 製造品目は、製造しようとする製品ごとに明らかにすること。 

３ 原料入荷数量、年間製造数量及び年間販売数量は製造品目別に明らかにすること。 

４ 収入内訳欄は、製品売上高等を収入別に明らかにすること。 

５ 支出内訳欄は、人件費、原材料費及び諸経費等を支出別に明らかにすること。 
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９ 添付書類 

（１）県（都道府）の鶏肉流通施設の整備方針 

（２）実施要綱第５の１の（１）のアの都道府県知事との協議に基づく同意書 

（３）当該施設の設計図（平面図及び立面図）及び用地内における建物（施設別）等の配置図 

（４）定款 

（５）最近時点の事業（業務）報告書及び事業（業務）計画書 

（６）補助残資金の調達を当該事業で取得することとなる財産を担保に供することにより行う場合、次の事項を記した関 

係書面 

ア 借入金額とその積算基礎 

イ 担保に供する理由 

ウ 担保に供する財産の概要 

エ 担保に供する期間 

オ 借入金償還計画 

（７）事業実施主体が製造する鶏肉・鶏肉製品の適正表示が確認できる書類 

（８）環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート 

 注 添付書類について、申請者のウェブサイトにおいて閲覧が可能な場合は、当該ウェブサイトのＵＲＬを記載することにより当該資料の添付

を省略することができる。 
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別紙様式第２号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（      事業）実施計画変更承認申請書 

 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で承認のあった実施計画に

ついて、下記の事由により変更したいので承認されたく、食肉流通施設等設備改善支

援事業実施要綱第５の１の（２）の規定に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

 

２ 添付書類 

 

（注１）別紙様式第１号の記の様式によるものとし、変更に係る部分については、変

更前を括弧書きで記載すること。 

 

（注２）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄に食鳥処理効率化・コスト低減

施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該当する

事業名を記載する。 
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別紙様式第３号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（         事業）補助金交付申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

 令和  年度において、下記のとおり食肉流通施設等設備改善支援事業（    事

業）を実施したいので、食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱第７の１の規定に

基づき補助金      円を交付されたく、関係書類を添えて申請します。 

 

（注）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コス

ト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該

当する事業名を記載する。 

 

 

記 
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１ 事業の目的 

 

２ 事業内容及び経費の配分 

既施設の概況 設置しようとする施設等の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 工事期間 

種類 
面積又は 

台数 

構造（能

力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 

構造（能

力） 

機構 

補助金 

県（都道

府）費 
その他 

着工及び 

竣工年月日 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

（予定日） 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     

注１ 種類欄は、実施要綱別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

２ 当該年度分のみ記載のこと。 

 ３ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。 



56 

 

３ 収支予算 

（１）収入の部 

区分 今年度予算額 前年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

 

機構補助金 

県（都道府）補助金 

事業実施主体 

その他 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

 

計      

 

（２）支出の部 

今年度予算額 前年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

４ 事業実施期間 

 （１）事業着手年月日      年  月  日 

 （２）事業完了予定年月日    年  月  日 

 

５ 添付書類 

（１）設置しようとする施設の管理運営規程 

（２）当該機械施設の実施設計書又は個々の内容を記した見積書 
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別紙様式第４号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（       事業）補助金交付変更承認申請書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第    号で補助金交付決定通知のあ

った食肉流通施設等設備改善支援事業（     事業）の実施について、下記の事

由により事業（内容及び経費の配分）を変更したいので承認されたく、食肉流通施設

等設備改善支援事業実施要綱第７の２の規定に基づき関係書類を添えて申請します。 

 

記 

 

１ 変更理由 

 

２ 添付書類 

   

（注１）別紙様式第３号の記の様式によるものとし、変更に係る部分については、変

更前を括弧書きで記載すること。 

 

（注２）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コ

スト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか

該当する事業名を記載する。 

 



58 

 

別紙様式第５号 

 

令和 年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（         事業）遂行状況報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第   号で補助金交付決定通知のあっ

た食肉流通施設等設備改善支援事業（     事業）の実施について、食肉流通施

設等設備改善支援事業実施要綱第７の３の（１）の規定に基づき関係書類を添えて報

告します。 

 

（注）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コス

ト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該

当する事業名を記載する。 

 

記 

 

区分 総事業費 

遂行状況 

備考 

令和 年 12月 31日

までに完了したもの 

令和 年１月以降に

実施するもの 

事業費 出来高 事業費 

事業完了

予定年月

日 

 円 円 ％ 円   

       

注１ 区分の欄には、別表３に定める補助対象施設の種類ごとに記載するものとし、

補助対象外のものも含めて記載する。 

 ２ 事業費の欄には、事業の出来高を金額に換算した額を記載する。 
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別紙様式第６号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（        事業）補助金概算払請求書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け  農畜機第   号で補助金交付決定通知のあっ

た食肉流通施設等設備改善支援事業（        事業）について、下記により

金     円を概算払により交付されたく、食肉流通施設等設備改善支援事業実施

要綱第７の４の（２）の規定に基づき請求します。 

 

（注）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コス

ト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該

当する事業名を記載する。 

 

記 
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１ 概算払請求額 

 （  年  月  日現在） 

補助事業に 

要する経費 

うち機構 

補助金 

（Ａ） 

既受領額（Ｂ） 今回請求額（Ｃ） 残額（Ａ）-（Ｂ+Ｃ） 
事業完了 

予定年月日 
備考 

金額 出来高 金額 
月 日まで 

予定出来高 
金額 

月 日まで 

予定出来高 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

円 

 

 

％ 

 

 

 

 

 

 

 

２ 振込先金融機関名等 

○○銀行 ○○支店 ○○預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○ 
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別紙様式第７号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（            事業）実績報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和 年 月 日付け 農畜機第 号で交付決定のあった食肉流通施設等設備改

善支援事業（        事業）について、下記のとおり実施したので、食肉流

通施設等設備改善支援事業実施要綱第７の５の規定に基づき実績を報告します。 

なお、併せて精算額     円の交付を請求します。 

 

（注）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コス

ト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか該

当する事業名を記載する。 

 

 

記 
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１ 補助金交付決定 

令和 年 月 日 農畜機第   号 

 

２ 事業の目的 

 

 

３ 事業の内容及び経費の配分 

既施設の概況 設置しようとする施設の内容 

単価 事業費 

資金調達計画 

種類 
面積又は 

台数 
構造（能力） 

補助 

区分 
種類 

面積又は 

台数 
構造（能力） 機構補助金 

県（都道

府）費 
その他 

 

 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

補
助
対
象 

 

 

 

 

㎡（台） 

 

 

 

（施設ごとに詳しく） 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

円 

 

 

 

計①     

消費税額②     

小計③     

補
助
対
象
外 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計④     

消費税額⑤     

小計⑥     

総事業費（①＋④）     

消費税額（②＋⑤）     

合計（③＋⑥）     
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注１ 種類欄は、実施要綱別表３に定める補助対象施設の種類を明らかにすること。 

 ２ 当該年度分のみ記載のこと。 

 ３ 総事業費には、補助対象経費のほか、本事業の目的を達成するために必要となる国等の事業や自己負担で整備する施設等の経費（工事費（製

造請負工事費及び機械器具費を含む。）、実施設計費及び工事雑費等）を含むものとし、これを補助対象外の欄に記載すること。 



64 

 

４ 収支精算 

（１） 収入の部 

区分 精算額 今年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

 

機構補助金 

県（都道府）補助金 

事業実施主体 

その他 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

円 

 

 

 

 

 

計      

 

（２） 支出の部 

精算額 今年度予算額 
差引増減 

備考 
増 減 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

円 

 

 

 

 

５ 事業完了年月日 

令和  年  月  日 

 

６ 振込先金融機関名等 

○○銀行 ○○支店 ○○預金 口座番号○○○○ 口座名義○○○○ 

 

７ 添付書類 

（１）設置した施設の管理運営規程 
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（２）当該施設の出来高設計書（設計を伴わない機械施設等の整備の場合は、当該機械施設等の請求書若しくは領収書及び設置が確認できる写

真等） 

（３）様式７－１竣工検査調書 

（４）事業の実施に当たり、土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）に基づく施行認可、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）等に基づ

く確認又は農地法（昭和２７年法律第２２９号）に基づく転用の許可等を必要としたときは、当該許認可等を得たことを証する書類（写し） 
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様式７－１ 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業 

（           事業）竣工検査調書 

 

下記工事について竣工検査を完了しましたので報告します。 

 

令和  年  月  日 

 

（事業実施主体）             

検査員所属・職・氏名         

立会者所属・職・氏名         

 

                 記 

 

１ 工事名称 
 

 

２ 工事場所・施設 
 

 

３ 工期 
着工 令和  年  月  日～ 

竣工 令和  年  月  日 

４ 事業費 円（税込） 

５ 請負者の住所及び氏名 
 

 

６ 検査年月日 令和   年   月   日 

７ 検査所見 

 

 

 

８ 備考 
 

 

注：請負者からの完了届の写しを添付すること。 

 

上記のとおり事業が完了したことを確認しました。 

 

               令和  年  月  日 

（都道府県職員）             

所属・職・氏名            
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別紙様式第８号 

 

令和 年度肉流通施設等設備改善支援事業（       事業） 

に係る仕入れに係る消費税等相当額報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年  月  日付け 農畜機第   号で補助金交付決定通知のあった

食肉流通施設等設備改善支援事業（     事業）補助金について、食肉流通施設

等設備改善支援事業実施要綱第７の６の（３）の規定に基づき、下記のとおり報告し

ます。 

（なお、併せて補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額    円を返還します。

（返還がある場合、記載すること）） 

 

記 

 

１ 補助金適正化法第１５条の補助金の額の確定額（令和 年 月 日付け 農畜機

第  号による額の確定通知額） 

金       円 

 

２ 補助金の確定時に減額した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

３ 消費税及び地方消費税の申告により確定した仕入れに係る消費税等相当額 

金       円 

 

４ 補助金返還相当額（３－２） 

金       円 
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注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添

付すること。 

・消費税確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの） 

・付表２「課税売上割合・控除対象仕入税額等の計算表」の写し 

・３の金額の積算の内訳（人件費に通勤手当を含む場合は、その内訳を確認でき

る資料も併せて提出すること） 

・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に

規定する特定収入の割合を確認できる資料 

 

５ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額が明らかにならない場合、その状況 

 

注：消費税及び地方消費税の確定申告が完了していない場合にあっては、申告予定時

期も記載すること。 

 

６ 当該補助金に係る仕入れに係る消費税相当額がない場合、その理由 

 

注：記載内容の確認のため、以下の資料を添付すること。 

なお、事業実施主体が法人格を有しない組合等の場合は、全ての構成員分を添

付すること。 

・免税事業者の場合は、補助事業実施年度の前々年度に係る法人税（個人事業者

の場合は所得税）確定申告書の写し（税務署の収受印等のあるもの）及び損益

計算書等、売上高を確認できる資料 

・簡易課税制度の適用を受ける事業者の場合は、補助事業実施年度における消費

税確定申告書（簡易課税用）の写し税務署の収受印等のあるもの 

・事業実施主体が消費税法第６０条第４項に定める法人等である場合は、同項に

規定する特定収入の割合を確認できる資料 
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別紙様式第９号 

 

令和  年度食肉流通施設等設備改善支援事業（     事業） 

運営状況報告書 

 

番   号 

年 月 日 

 

独立行政法人農畜産業振興機構 

理事長          殿 

 

住   所           

団 体 名           

代表者氏名          

 

令和  年度に実施した食肉流通施設等設備改善支援事業（     事業）にお

ける令和 年度の運営状況について、食肉流通施設等設備改善支援事業実施要綱第９

の規定に基づき下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

（注１）申請書の記の記載は、事業ごとに次に掲げる様式とする。 

 

様式９－１ 食肉処理等効率化・コスト低減施設整備事業 

９－２ 環境対策・衛生管理高度化施設整備事業 

９－３ 家畜市場施設整備事業 

９－４ 食鳥処理施設整備事業 

 

（注２）食鳥処理施設整備事業の場合は、事業名の欄にそれぞれ食鳥処理効率化・コ

スト低減施設整備事業又は食鳥処理衛生管理高度化等施設整備事業のいずれか

該当する事業名を記載する。 

 



70 

 

様式９－１ 食肉処理等効率化・コスト低減施設整備事業 

１ 施設の利用状況 

区分 
と畜解体 

頭数 

冷却冷蔵頭数等 冷凍 

保管庫 

部分肉加工頭数等 輸送頭数等 

枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 ｽﾗｲｽ肉量 枝肉 部分肉量 

 

豚 

 

実績 

計画 

頭 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

牛 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（肥育豚 

換算） 

実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働日数          

注 区分欄は、原料名及び畜種名を明らかにすること。 
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２ 輸出状況（食肉等の輸出に向けた施設整備の場合のみ記入） 

（１） 輸出相手先国     

前 年 度（令和  年度）（国名：                                          ） 

当該年度（令和  年度）（国名：                                          ） 

 

（２）輸出実績 

区分 
年間処理量  

うち輸出量 

 

輸出仕向け割合 
頭数 枝肉量 部分肉量 

前年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

頭 ｔ ｔ ｔ ％ 

当該年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注 輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用して

輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 
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様式９－２ 環境対策・衛生管理高度化施設整備事業 

１ 施設の利用状況 

区分 
と畜解体 

頭数 

冷却冷蔵頭数等 冷凍 

保管庫 

部分肉加工頭数等 輸送頭数等 

枝肉 部分肉量 内臓他 枝肉 部分肉量 ｽﾗｲｽ肉量 枝肉 部分肉量 

 

豚 

 

実績 

計画 

頭 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

kg 

 

 

頭 

 

 

kg 

 

 

牛 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 
実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計 

（肥育豚 

換算） 

実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働日数          
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２ 輸出状況（食肉等の輸出に向けた施設整備の場合のみ記入） 

（１） 輸出相手先国     

前 年 度（令和  年度）（国名：                                          ） 

当該年度（令和  年度）（国名：                                          ） 

 

（２）輸出実績 

区分 
年間処理量  

うち輸出量 

 

輸出仕向け割合 
頭数 枝肉量 部分肉量 

前年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

頭 ｔ ｔ ｔ ％ 

当該年度 

（令和  年度） 

牛 

豚 

その他 

計 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注 輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用して

輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 
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様式９－３ 家畜市場施設整備事業 

 

１ 施設の利用状況 

（単位：頭） 

区分 入場頭数（取引頭数） うち系統入場頭数 備考 

肉用子牛 

乳用子牛 

（      ） 

（      ） 

 

 

 

 

子牛計 （      ）   

豚 （      ）   

肉用牛 

乳用肥育牛 

乳廃 

（      ） 

（      ） 

（      ） 

 

 

 

 

 

 

成牛計 （      ）   

その他 （      ）   

計（牛換算） （      ）   

注１ 区分欄の計の牛換算に当たっては、牛、馬は１頭とし、豚、めん羊、山羊は０．２頭とすること。 

２ 区分欄のその他については、畜種別に記入すること。 
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２ 経営状況 

（単位：千円） 

収入 支出 

区分 細分 金額 備考 区分 細分 金額 備考 

手数料 

   

人件費 

   

      

      

使用料 

   

運営費 

   

      

      

その他 

（    ） 

   その他 

（    ） 

   

      

計    計    
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３ 家畜取引流通改善状況 

（単位：頭） 

年度別 家畜別 地域内生産頭数 地域内移入頭数 地域外移出頭数 
当該家畜市場 

取引成立頭数 
備考 

当該年度 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）      

前年度 

成牛 

子牛 

成豚 

子豚 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計（牛換算）      

注１ 家畜別欄の計の牛換算に当たっては、牛、馬は１頭とし、豚、めん羊、山羊は０．２頭とすること。 

２ 家畜別欄のその他については、畜種別に記入すること。 

 

４ 添付資料 

当該年度（年次）家畜市場取引状況報告書 
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様式９－４ 食鳥処理施設整備事業 

 

１ 鶏肉流通施設等整備事業施設利用状況 

（単位：kg） 

区分 原料入荷数量 
製品別製造数量 製品別販売数量 

          

実績 

計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

稼働日数           

 

２ 施設設置に伴う収支 

（単位：千円） 

区分 

年度 
製造品目 年間製造数量 

収入 支出 備考 

（算出根拠） 内訳 金額 人件費 諸経費 計 

初年度 

（   年） 
        

２年度 

（   年） 
        

３年度 

（   年） 
        

４年度 

（   年） 
        

５年度 

（   年） 
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３ 輸出状況（鶏肉の輸出に向けた施設整備の場合のみ記入） 

（１） 輸出相手先国     

前 年 度（令和  年度）（国名：                                          ） 

当該年度（令和  年度）（国名：                                          ） 

 

（２）輸出実績 

 
年間処理量 うち輸出量  

輸出仕向け割合 
羽数 と体重量 正肉 その他 

前年度 

（令和  年度） 

羽 ｔ ｔ ｔ ％ 

当該年度 

（令和  年度） 

     

 

 （３）輸出拡大に向けた取組 

 

   注 輸出拡大に向けたソフト面の取組等について記載。なお、本取組は事業実施主体からの輸出だけではなく、本事業による施設を利用して

輸出する他社の取組も含む。また、必要に応じて「別紙のとおり」と記入の上、別様にて提出して構わない。 

 

 

 


